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電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
改
正
の
内
容 

一 

無
線
局
に
関
す
る
情
報
の
公
表 

 
 

総
務
大
臣
は
、
無
線
局
の
免
許
状
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
を
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第

五
条
の
規
定
を
参
酌
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
除
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す

る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

二 

電
波
利
用
料
の
徴
収
等 

１ 

免
許
人
等
は
、
電
波
利
用
料
と
し
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
算
定
基
準
に
従
い
総
務
大
臣
が
決
定
す
る
金
額
を
国
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
第
百
三
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

２ 

１
の
総
務
省
令
は
、
周
波
数
の
帯
域
、
空
中
線
電
力
、
地
理
的
条
件
、
電
波
の
利
用
に
係
る
経
済
的
負
担
の
程
度
等

を
勘
案
し
、
電
波
利
用
料
の
金
額
に
電
波
の
経
済
的
価
値
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
第
百
三
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

３ 

そ
の
他
電
波
利
用
料
の
徴
収
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
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二

三 

そ
の
他 

所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。 

第
二 

施
行
期
日
等 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
附
則
関
係
） 

一 

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
。 

二 

経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。 

三 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
電
波
の
有
効
利
用
を
一
層
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
無
線
局
の
免
許

及
び
特
定
基
地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
に
つ
い
て
の
競
争
に
よ
る
申
請
者
の
選
定
の
制
度
の
導
入
そ
の
他
電
波
の
有
効
利

用
の
促
進
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

 


